
◆ 令和 4年度「市民参加」の実績 ◆ 

 

１．市民アンケート  

市民ニーズの把握のため、原則的には無作為抽出によって市民の意向、ニーズ、満足度などを調査する

ものです。計画策定に先立ち予備調査として行う場合や、世論調査のように定期的に調査する場合などが

あります。アンケートによっては、市民は自由意見欄に意見を述べることもできます。 

部署 アンケート案件 配付件数 回答件数 

地域福祉高齢課 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

（R5.1.6～R5.1.27） 
 4,000件 3,078件 

産業観光課 
経営力向上に関するアンケート 

（R4.8.5～R4.8.11） 
Web上入力 63件 

予防課 
住宅用火災警報器の設置状況等調査

（R5.2.15～R5.3.15） 
245件 124件 

政策企画課 南花台みらいアンケート 680件 70件 

政策企画課 
『電動カート利用による健康維持の効果

検証』調査研究 
797件 565件 

政策企画課 市政アンケート（R4.8.15～R4.9.6） 2,000件 1,093件 

図書館 
図書館アンケート 

(R4.8.13～R4.8.31) 
1,253件 606件 

 

２．ヒアリング  

市民ニーズの把握のため、特定の市民公益活動団体などに対して聞き取り調査を行うものです。行政が

趣旨説明を行った上で市民に回答を求めるので、アンケートでは把握困難な意見やアイデアを聞くことが

可能となります。 

 

３．パブリックコメント  

市民意見の反映のため、計画等の企画立案段階で趣旨、素案等を公表し、幅広く意見等を提出する機会

を設け、提出された意見等を考慮して意思決定を行います。

 

パブリックコメント対象案件数 意見者数 意見件数 

のべ 3件 2人 2件 

 

部署 ヒアリング対象案件 対象人・団体数 のべ実施回数 

該当なし    



 

内訳 

担当課 パブリックコメント対象案件数 意見者数 意見件数 

都市計画課 河内長野市地域公共交通計画（案） 0人 0件 

都市計画課 河内長野市都市計画マスタープラン（案） 2人 2件 

都市計画課 河内長野市立地適正化計画（案） 0人 0件 

 

４．アイデア・提案の募集  

市民意見の反映のため、テーマを決めて、又は自由なテーマに基づき、市民や市民公益活動団体からアイ

デアや事業の提案等の募集を行うものです。愛称や標語の募集など、優秀な作品を市の施策へのアイデア

として活用するものも含みます。 

部署 手法 案件 内容 

自治協働課 協働事業提案制度 
応募期間 

３月７日～４月２８日 
1件 

 

５．意見交換会・地域懇談会  

意見交換会は、情報の共有・相互理解のため、市からテーマや方法などの原案を提示又は説明して、これ

に対し市民と職員、あるいは市民同士が意見の交換を行うものです。結論の出ていない内容を説明して意

見交換を行う説明会もこれに当たりますが、既に決まった内容を周知するだけの説明会（制度説明会など）

は除きます。 

地域懇談会は、情報の共有・相互理解のため、市長や関係職員が地域に出向き、座談会形式で意見交換

するものです。計画策定時などに地域の意見を聴取する方法としても活用されます。 

部署 意見交換会・地域懇談会の対象案件 のべ実施回数 のべ参加者数 

障がい福祉課 手話言語条例に関する意見交換会 1回 5人 

都市計画課 地域の交通を考える勉強会 17回 186人 

都市整備課 河内長野駅周辺地区まちづくり将来像検討会 4回 44人 

政策企画課 
UR 南花台団地集約跡地における公園整備事業に関

する意見交換会 
1回 80人 

広報広聴課 市長とのおしゃべり集会 3回 44人 

 

６．審議会等  

審議会は、法律・条例を根拠として、複数の委員で構成される合議制の機関です。また、それとは別に、計

画策定等を目的に任意で設置される委員会などがあります。意見を聴取するだけの場合と、合意形成を目



 

指す場合がありますが、会自体に政策等の決定の権限は付与されていません。 

 

●公募枠のある審議会等の状況  令和 5年４月１日現在  

指針の対象となる 

審議会等 

公募枠のある 

審議会等 

公募委員が在任 

している審議会等 
のべ公募委員数 

105審議会等 １6審議会等 9審議会等 １6人 

内訳（公募枠のある審議会等） 

名称 公募委員数 任期 在任期間 課名称 

河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談会 1人 2年 ～R6.5.31 自治協働課 

河内長野市国民健康保険運営協議会 2人 3年 ～R7.7.31 保険医療課 

河内長野市高齢者保健福祉計画等推進委員会 2人 3年 ～R5.6.9 
地域福祉高

齢課 

河内長野市子ども・子育て会議 2人 2年 ～R6.7.28 
子ども子育

て課 

河内長野市環境審議会 2人 2年 ～R6.2.6 環境政策課 

河内長野市廃棄物減量等推進審議会 
3人 2年 R4.8.29～

R6.8.28 
環境衛生課 

河内長野市地域公共交通会議 2人 2年 ～R7.3.31 都市計画課 

河内長野市住宅マスタープラン等策定委員会  3年  都市計画課 

河内長野市空家等対策協議会  2年  都市計画課 

河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会 1人 2年 ～R6.3.20 総務課 

河内長野市総合計画審議会  審議終了まで  政策企画課 

河内長野市人権尊重のまちづくり審議会  2年  人権推進課 

河内長野市男女共同参画審議会  2年  人権推進課 

河内長野市学校教育のあり方検討委員会    教育総務課 

河内長野市学校給食のあり方検討委員会 

 調査、審議及び

答申が終了する

まで 

 

教育指導課 

河内長野市図書館協議会 1人 2年 ～R5.5.31 図書館 

合計 16審議会 合計 16人    

 

●公開（一部公開含む）会議の開催状況 （※）令和 5年３月３１日現在  

会議の開催回数 
傍聴者のあった 

会議の開催回数 
のべ傍聴者数 

39回 6回 11人 



 

内訳（会議の公開制度の対象となる審議会等） 

課 審議会等名称 
会議 
開催数 

傍聴者

のあった

会議数 

傍聴 
者数 

危機管理課 河内長野市生活安全推進協議会 1回 0回 0人 

自治協働課 河内長野市市民公益活動支援・協働促進懇談会 3回 0回 0人 

保険医療課 河内長野市国民健康保険運営協議会 1回 0回 0人 

健康推進課 河内長野市立休日急病診療所運営委員会 1回 0回 0人 

健康推進課 河内長野市保健問題対策協議会 1回 0回 0人 

地域福祉高齢課 河内長野市高齢者保健福祉計画等推進委員会 1回 0回 0人 

地域福祉高齢課 河内長野市地域福祉推進協議会 1回 0回 0人 

障がい福祉課 河内長野市障がい者施策推進協議会 1回 0回 0人 

子ども子育て課 河内長野市子ども・子育て会議 1回 1回 1人 

環境政策課 河内長野市環境審議会 1回 0回 0人 

環境衛生課 河内長野市廃棄物減量等推進審議会 2回 0回 0人 

産業観光課 
河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助

金審査委員会 
1回 0回 0人 

農林課 かわちながの森林プラン推進協議会 2回 0回 0人 

農林課 河内長野市「人・農地プラン」検討会 1回 0回 0人 

都市計画課 河内長野市地域公共交通会議 5回 1回 2人 

都市計画課 河内長野市都市計画審議会 3回 3回 7人 

政策企画課 河内長野市行財政評価委員会 2回 0回 0人 

人権推進課 人権尊重のまちづくり審議会 1回 0回 0人 

人権推進課 河内長野市男女共同参画審議会 1回 0回 0人 

総務課 河内長野市情報公開・個人情報保護運営審議会 2回 0回 0人 

教育指導課 河内長野市学校保健会 1回 0回 0人 

教育指導課 河内長野市立学校いじめ防止等対策審議会 1回 0回 0人 

文化・スポーツ 

振興課 
河内長野市社会教育委員会議及び公民館運営審議会 3回 1回 1人 

文化財保護課 河内長野市文化財保護審議会 2回 0回 0人 

図書館 河内長野市図書館協議会 3回 0回 0人 

経営総務課 河内長野市上下水道事業経営懇談会 1回 0回 0人 

  43回 6回 11人 

 

 



 

７．市民会議 

地域的公共的課題の解決に向けて、行政と協力・連携して、市民が主体的・継続的に活動を行う中間的な

組織又は場の総称です。 

市民会議対象案件 実施回数 
対象となる 

参加者数 

のべ 

参加者数 

該当なし    

 

８．ワークショップ 

目標や課題を設定し、学習しながら取り組む参加体験型プログラムです。具体的には、ＫＪ法（カード化さ

れた多くの意見・アイデアをグループ化し、論理的に整序して問題解決の道筋を明らかにしていく手法）、タ

ウンウォッチング（街の風景を観察する、街行く人を眺めること）、ロールプレイ（実際の場面を想定し様々な

役割を演じさせて問題の解決法を会得する学習法）などの手法が取り入れられます。 

ワークショップ対象案件 実施回数 
対象となる 

参加者数 

のべ 

参加者数 

南花台の公園の未来予想図づくりワークショップ 

（現場見学会） 
1回 

南花台在住の 

市民 
80人 

 

９．その他 

その他、行政（市）の取り組みに市民の意見を反映させるため、その企画立案から決定までの過程におい

て、市民の意見を聴く手続きとして、例えば、モニター制度（市政モニターなど）、シンポジウム・フォーラムの

開催（市民が参加できるもの）、無作為抽出された市民による討議会（ドイツにおけるプラーヌンクスツェレ）

などがあげられます。 

部署 手法 目的 実績 

選挙管理委員会

事務局 
自治会推薦 

自治会等から推薦された市民を

有権者の代表として投票立会人

に選任し、当該者が投票事務全般

に立ち会うことにより、投票事務

の公正を確保するため。 

・市議会議員選挙の投票立会人１６８人 

・参議院議員選挙の投票立会人１６６人 

選挙管理委員会

事務局 
募集 

若い世代の皆さんに選挙への関

心を持ってもらい、選挙を身近に

感じてもらうため。 

・市議会議員選挙の期日前投票の投票 

立会人５人のべ８回 

・参議院議員選挙の投票立会人２人 

・参議院議員選挙の期日前投票の投票 

立会人１１人のべ３０回 

 


